
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  馬券の払戻金と課税                    

Ｑ：競馬の払戻金の課税にかかる高裁の判

決が出たそうですが、どのようなこととなっ

たのですか？ 

                                              

Ａ：払戻金は雑所得、はずれ馬券の購入費

は必要経費としました。 

【解説】 

本件裁判は、馬券の払戻金に係る所得が無

申告であるとして所得税法違反の罪に問われ

た事案の控訴審です。 

本件の裁判では、馬券購入行為から生じた

所得は一時所得か雑所得か、はずれ馬券の購

入費用が必要経費になるのかどうかが争点と

なっていました。 

判決では、次の理由により、一審と同様、

馬券の払戻金に係る所得は雑所得に該当し、

またはずれ馬券を含めた全馬券の購入費用等

は必要経費として控除されると判断しました。 

 ①一時所得か雑所得か 

  本件は、競馬予想ソフト等を利用して、馬

券を機械的に網羅的に大量購入することを反

復継続し、長期間を通じて利益を得ようとし

ていたものであり、購入金額や払戻金額も大

規模なものであったと認められることから、

所得税法に規定する「営利を目的とする継続

的行為から生じた所得以外の一時の所得」に

該当し、雑所得であると判断しました。 

 ②はずれ馬券の購入費用等 

  はずれ馬券を含む馬券の購入がなければ払

戻金も得られなかったことを踏まえると、全

馬券の購入費用等が払戻金を直接得るために

直接要した費用に該当すると判断しました。 
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